
詳しくは
こちら

後 期 高 齢 者 医 療 被 保 険 者 証
有 効 期 限

交付年月日

被保険者番号

群馬県後期高齢者医療広域連合
前橋市大渡町一丁目 1 0 番地 7
電話番号 （ 0 2 7）2 5 6－7 1 7 1

住　　所

氏　　名

生年月日

資格取得年月日

発 効 期 日

一 部 負 担 金
の 割 合

保 険 者 番 号
並 び に 保 険
者 の 名 称 及
び 印

　被

　保

　険

者

た
か
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯
❷
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業
収

入
か
不
動
産
収
入
、
山
林
収
入
、
給
与

収
入
、
い
ず
れ
か
の
収
入
で
前
年
比
30

％
以
上
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
世
帯

（
減
少
す
る
所
得
以
外
の
前
年
所
得
の

合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
前
年
合

計
所
得
金
額
１
，
０
０
０
万
円
以
下
）

❸
災
害
や
疾
病
な
ど
、
特
別
の
事
情
で

所
得
が
著
し
く
減
少
す
る
世
帯
。 

　
国
保
税
納
税
通
知
書
を
７
月
中
旬
に

郵
送
。国
保
税
の
課
税
は
世
帯
単
位
で
、

納
税
義
務
者
は
世
帯
主
で
す
。
世
帯
主

が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
世

帯
に
加
入
者
が
い
る
場
合
は
、
世
帯
主

宛
て
に
納
税
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

　
納
付
方
法
は
納
付
書
か
口
座
振
替
で

納
付
す
る
普
通
徴
収
と
、
年
金
か
ら
差

し
引
い
て
納
付
す
る
特
別
徴
収
が
あ
り

ま
す
。
納
付
書
で
納
め
る
人
は
、
納
期

限
ま
で
に
忘
れ
ず
に
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。
口
座
振
替
の
人
は
、
各
納
期
限
日

に
指
定
の
口
座
か
ら
引
き
落
と
さ
れ
ま

す
。
口
座
振
替
の
申
し
込
み
は
、
通
帳

と
届
出
印
を
用
意
し
て
金
融
機
関
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
特
別
徴
収
は
、
世
帯
の
国
保
加
入
者

全
員
が
65
歳
以
上
74
歳
未
満
の
世
帯

で
、
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
場
合
、

世
帯
主
が
受
給
し
て
い
る
年
金
か
ら
国

保
税
が
差
し
引
か
れ
ま
す
。
特
別
徴
収

開
始
時
に
は
通
知
し
ま
す
。

　
税
率
な
ど
は
表
１
の
と
お
り
で
す
。

●
国
保
税
の
軽
減
制
度

　
前
年
中
の
総
所
得
金
額
の
合
計
が
一

　
８
月
１
日
㈪
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

医
療
被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま

す
。
簡
易
書
留
を
希
望
す
る
人
は
７
月

４
日
㈪
ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
本
年
度
被
保
険
者
証
の
交
付
は

窓
口
負
担
の
見
直
し
に
伴
い
、
被
保
険

者
全
員
に
対
し
て
、
被
保
険
者
証
を
２

回
交
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
窓
口
負
担
割
合
の
見
直
し

　
10
月
１
日
㈯
か
ら
、
医
療
機
関
な
ど

の
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
の
自
己
負
担

割
合
に
、
新
た
に
２
割
を
新
設
し
、
１

割・２
割・３
割
の
３
区
分
と
な
り
ま
す
。

負
担
割
合
は
前
年
の
課
税
所
得
や
年
金

収
入
な
ど
を
も
と
に
世
帯
単
位
で
判
定

さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
専
用
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
３
３
１
‐
９
１
３
３

開
設
期
間
＝
12
月
28
日
㈬
ま
で

開
設
時
間
＝
９
時
～
17
時（
平
日
の
み
）

問 国民健康保険課　☎０２７-８９８-６２５０

高齢受給者証
８月から新しい保険証に

 　８月１日㈪から国民健康保険の被保険者証と70歳から
74歳までの人に交付される高齢受給者証が新しくなりま
す。現在使用している保険証は７月31日㈰まで有効。新し
い保険証は７月下旬までに世帯主宛てに郵送します。保険
証が届かない場合は、古い保険証と本人確認ができる物

定
額
以
下
の
世
帯
は
、
均
等
割
額
と
平

等
割
額
を
軽
減
。
被
保
険
者
で
な
い
世

帯
主
を
含
め
、
加
入
者
全
員
の
所
得
申

告
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

令
和
４
年
度
分
か
ら
、
未
就
学
児
の
均

等
割
額
は
５
割
減
額
さ
れ
ま
す
。
右
記

軽
減
が
適
用
さ
れ
て
い
る
世
帯
は
、
さ

ら
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満
の

人
が
会
社
の
倒
産
や
解
雇
な
ど
に
よ
り

離
職
し
、
そ
の
後
雇
用
保
険
を
受
給
す

る
場
合
、
申
告
に
よ
り
対
象
者
の
前
年

給
与
所
得
を
減
額
し
て
計
算
し
ま
す
。

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
発
行
す
る
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
を
用
意
し
て
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。

●
国
保
税
の
減
免

　
次
に
該
当
し
、
国
保
税
の
納
税
が
困

難
な
と
き
は
、
国
保
税
が
減
免
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
納
期
限
ま
で
に
申

請
書
と
必
要
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
る
か
、
本

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
❶
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
し

納
税
通
知
書
を
郵
送

国
保
税
の
納
付
や
減
免
手
続
き
を
忘
れ
ず

問 

国
民
健
康
保
険
課　

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
０

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

新
し
い
証
を

郵
送
し
ま
す

問 

国
民
健
康
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
５
3

　後期高齢者医療保険料額決定通知書を７月中旬に
発送。対象は75歳以上の人と一定の障害があり認定
を受けた65歳から74歳までの人です。
　納付方法は年金から差し引かれる特別徴収と納付
書や口座振替などで納める普通徴収があります。納

問 国民健康保険課　☎０２７-８９８-５９５５

後期高齢者医療保険料額
決定通知書を郵送します

付書が同封されている場合には、納期限までに納め
てください。国保税を口座振替していた人でも、新た
に口座振替の申し込みが必要です。また、特別徴収か
ら口座振替へ変更する場合も手続きが必要です。
●保険料率と賦課限度額が改定
　 本 年 度は所 得 割 率 が８.８９％に、均 等 割 額 が
４万５，７００円になります。賦課限度額は66万円です。
●保険料の減免
　災害などの特別な事情や新型コロナウイルス感染
症の影響で収入が著しく減少し保険料を納付できな
いときは、申請すると減免を受けられる場合がありま
す。詳しくは問い合わせてください。

表１　本年度国保税の税率と金額
区　　　分 税率と金額

❶医療給付費分
※�課税限度額が63万円から65
万円に引き上げられました。

所得割税率 6.80%
被保険者均等割額 2万4,600円
世帯別平等割額 1万6,800円
課税限度額 65万円

❷後期高齢者支援金分
※�課税限度額が19万円から20
万円に引き上げられました。

所得割税率 2.50%
被保険者均等割額 1万3,200円
課税限度額 20万円

❸介護納付金分(40～64歳)
所得割税率 2.50%
被保険者均等割額 1万5,600円
課税限度額 17万円

を持参し、市役所国民健康保険課か各支所、上川淵・桂萱・
元総社・南橘・東市民サービスセンターに届け出てくださ
い。なお、高齢受給者証は、保険証の券面に窓口での負担
割合を印字することで保険証と一体化するため、これまで
のハガキサイズの証は郵送しません。
　国保税を特別な理由がなく１年以上滞納している世帯
には、保険証の代わりに資格証明書を交付。その場合は医
療機関の窓口でいったん医療費の全額を支払うことにな
ります。後日、市役所国民健康保険課で保険給付分を受給
してください。

1人だけ 2人以上

以上未満以上未満

世帯内に被保険者が2人以上いる

「年金収入＋その他の
合計所得」が200万円

「年金収入＋その他の合計
所得金額」の合計が320万円

世帯内に課税所得が28万円以上の被保険者がいる

世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる
いる

いない

いない

いる

世帯全員が
3割

世帯全員が
1割 1割 2割 世帯全員が

1割
世帯全員が
2割

【判定の流れ】
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